
 公益的法人等への郡山市職員の派遣等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

  令和７年３月12日 

                                                         郡山市長 品 川 萬 里  

郡山市規則第５号 

   公益的法人等への郡山市職員の派遣等に関する規則の一部を改正する規則 

 公益的法人等への郡山市職員の派遣等に関する規則（平成14年郡山市規則第３号）の一部を次のように改正する。 

改正後 改正前 

 （派遣することができる公益的法人）  （派遣することができる公益的法人） 

第２条 条例第２条第１項に規定する市長が規則で定める団体は、次のとお

りとする。 

第２条 条例第２条第１項に規定する市長が規則で定める団体は、次のとお

りとする。 

 (1)～(6) （略）  (1)～(6) （略） 

 (7) 一般財団法人太田綜合病院  

   附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 

 


